
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

労働者一人一人が安全で健康に働くことができる職場環境の実現に向けて 

「第 14 次労働災害防止計画」がスタート 
 

石川労働局（局長 長嶋
ながしま

政
まさ

弘
ひろ

）では、2023 年度（令和 5年 4月 1日）を初年度とする第 14

次労働災害防止計画を策定しました。 

 

本計画では、労働者一人一人が安全で健康に働くことができる職場環境の実現を目指し、「労

働者の作業行動に起因する労働災害防止対策の推進」や「高年齢労働者の労働災害防止対策の推

進」などの８つの重点事項を定め、その取組の進捗状況を確認する指標（アウトプット指標）を

設定し、その結果としてアウトカム（達成目標）を

定めています。 

具体的には「労働者の作業行動に起因する労働災

害防止対策の推進」ではアウトプット指標を「転倒

災害対策（ハード・ソフトの両面からの対策）に取り

組む事業場の割合を 50％以上とする」こととし、そ

の達成目標であるアウトカムは、「転倒の死傷年千人

率を 2022 年と比較して 2027 年までに５％以上減少

させる」こととしています（詳細は別添１のとおり）。 

 

石川労働局及び各労働基準監督署では、第 14 次労

働災害防止計画の目標達成に向けて、効果的に取組

を展開していきます。 

 

Press Release 

石川労働局労働基準部 

担当  健 康 安 全 課 長  宮野廣之   

地方産業安全専門官 山口伸哉 

     連絡先  076-265-4424 

石 川 労 働 局 発 表 
令和５年３月 31日（金） 
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1

〇
８
つ
の
重
点
対
策

②
労
働
者
の
作
業
行
動
に

起
因
す
る
労
働
災
害

防
止
対
策
の
推
進

③
高
年
齢
労
働
者
の

労
働
災
害
防
止
対
策

の
推
進

⑥
業
種
別
の
労
働
災
害
防

止
対
策
の
推
進

④
多
様
な
働
き
方
へ
の
対

応
や
外
国
人
労
働
者
等

の
労
働
災
害
防
止
対
策

の
推
進

①
自
発
的
に
安
全
衛
生
対

策
に
取
り
組
む
た
め
の

意
識
啓
発

⑤
個
人
事
業
者
等
に
対
す

る
安
全
衛
生
対
策
の

推
進

⑦
労
働
者
の
健
康
確
保

対
策
の
推
進

陸
上
貨
物
運
送
事
業
、

建
設
業
、
製
造
業
、
林
業

メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
、
過
重
労
働
、

産
業
保
健
活
動

⑧
化
学
物
質
等
に
よ
る

健
康
障
害
防
止
対
策
の

推
進

化
学
物
質
、
石
綿
、
粉
じ
ん

熱
中
症
、
騒
音
、
電
離
放
射
線

社
会
的
に
評
価
さ
れ
る
環
境
整
備
、

災
害
情
報
の
分
析
強
化
、
Ｄ
Ｘ
の
推
進

〇
計
画
の
方
向
性

○
厳
し
い
経
営
環
境
等
様
々
な
事
情
に
つ
い
て
、
そ
れ
ら
を
や
む
を
得
な
い
と
せ
ず
、
安
全
衛
生
対
策
に
取
り
組
む
こ
と
が
、
事
業
者
に
と
っ
て
経
営
や
人

材
確
保
・
育
成
の
観
点
か
ら
も
プ
ラ
ス
で
あ
る
と
周
知
す
る
等
、
事
業
者
に
よ
る
安
全
衛
生
対
策
の
促
進
と
社
会
的
に
評
価
さ
れ
る
環
境
の
整
備
を
図
っ
て

い
く

○
引
き
続
き
、
中
小
事
業
者
な
ど
も
含
め
、
事
業
場
の
規
模
、
雇
用
形
態
や
年
齢
等
に
よ
ら
ず
、
ど
の
よ
う
な
働
き
方
に
お
い
て
も
、
労
働
者
の
安
全
と
健

康
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、
誠
実
に
安
全
衛
生
に
取
り
組
ま
ず
労
働
災
害
の
発
生
を
繰
り
返
す
事
業
者
に
対
し
て
は
厳
正
に
対
処
す
る
。

石
川
労
働
局
第
1
4
次
労
働
災
害
防
止
計
画
（
概
要
）

令
和
5
年
（
2
0
2
3
年
）
4
月
１
日
～
令
和
1
0
年
（
2
0
2
8
年
）
3
月
3
1
日
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石
川
労
働
局
第
1
4
次
労
働
災
害
防
止
計
画
（
概
要
）

令
和
5
年
（
2
0
2
3
年
）
4
月
１
日
～
令
和
1
0
年
（
2
0
2
8
年
）
3
月
3
1
日

【
計
画
の
目
標
】
重
点
事
項
に
お
け
る
取
組
の
進
捗
状
況
を
確
認
す
る
指
標
（
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
指
標
）
を
設
定
し
、
ア
ウ
ト
カ
ム
（
達
成
目
標
）
を
定
め
る
。

主
な
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
指
標

主
な
ア
ウ
ト
カ
ム
指
標

○
労
働
者
の
作
業
行
動
に
起
因
す
る
労

働
災

害
防

止
対

策
の
推
進

・
転
倒
災
害
対
策
（
ハ
ー
ド
・
ソ
フ
ト
の
両
面
か
ら
の
対
策
）
に
取
り
組
む
事
業
場
の
割
合
を
50
％
以
上
と
す
る
。
等

・
転
倒
の
死
傷
年
千
人
率
を
20
22
年
と
比
較
し
て
20
27
年
ま
で
に
５
％
以
上
減
少
さ
せ
る
。

○
高
年
齢
労
働
者
の
労
働
災
害
防
止
対
策
の
推
進

・
「
エ
イ
ジ
フ
レ
ン
ド
リ
ー
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（
高
年
齢
労
働
者
の
安
全
と
健
康
確
保
の
た
め
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
）
」
に
基
づ
く

取
組
を
実
施
す
る
事
業
場
の
割
合
を
50
％
以
上
と
す
る
。

・
60
歳
代
以
上
の
死
傷
年
千
人
率
を
20
27
年
ま
で
に
男
女
と
も
そ
の
増
加
に
歯
止
め
を
か

け
る
。

○
労
働
者
の
健
康
確
保
対
策
の
推
進

・
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
対
策
に
取
り
組
む
事
業
場
の
割
合
を
20
27
年
ま
で
に
80
％
以
上
と
す
る

等
・
仕
事
等
に
関
す
る
強
い
不
安
、
ス
ト
レ
ス
等
が
あ
る
労
働
者
の
割
合
を
50
％
未
満
と
す

る
。

死
亡
災
害
︓
第
1
3
次
防
期
間
中
の
合
計
値
の
1
5
％
以
上
減
少

死
傷
災
害
︓
第
1
3
次
防
期
間
中
の
最
小
値
の
５
％
以
上
減
少

他
、
計
８
つ
の
重
点
を
定
め
対
策
を
推
進

自
発
的
に
安
全
衛
生
対
策
に
取
り
組
む
た
め
の
意
識
啓
発

労
働
者
の
作
業
行
動
に
起
因
す
る
労
働
災
害
防
止
対
策
の
推
進

高
年
齢
労
働
者
の
労
働
災
害
防
止
対
策
の
推
進

労
働
者
の
健
康
確
保
対
策
の
推
進

・
安
全
衛
生
対
策
に
取
り
組
む
事
業
者
が
社
会
的
に
評
価
さ
れ
る
環
境
整
備
（
安
全
衛
生
に
取
り
組
む
こ
と
に
よ
る
経
営
や
人
材
確
保
・
育
成
の
観
点
か
ら
の
実
利
的
な
メ
リ
ッ

ト
等
に
つ
い
て
周
知
）

・
労
働
安
全
衛
生
に
お
け
る

DX
の
推
進
（
ウ
ェ
ア
ラ
ブ
ル
端
末
等
の
新
技
術
の
活
用
及
び
そ
の
機
能
の
安
全
性
評
価
に
つ
い
て
エ
ビ
デ
ン
ス
の
収
集
・
検
討
）

等

・
「
い
し
か
わ
小
売
業
・
介
護
施
設
＋

Sa
fe
協
議
会
」
の
運
営
と
構
成
員
に
よ
る
連
携
し
た
取
組
の
展
開
。

・
介
護
職
員
の
身
体
の
負
担
軽
減
の
た
め
の
介
護
技
術
（
ノ
ー
リ
フ
ト
ケ
ア
）
等
の
腰
痛
の
予
防
対
策
の
普
及
を
図
る
。

等

・
「
エ
イ
ジ
フ
レ
ン
ド
リ
ー
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（
高
年
齢
労
働
者
の
安
全
と
健
康
確
保
の
た
め
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
）
」
に
基
づ
く
対
策
の
促
進
（
エ
ッ
セ
ン
ス
版
の
周
知
啓
発
）

・
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
対
策
・
過
重
労
働
対
策
の
推
進

等

計
画
の
重
点
対
策
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石
川
労
働
局
第
1
4
次
労
働
災
害
防
止
計
画

ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
指
標
と
ア
ウ
ト
カ
ム
指
標

ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
指
標

ア
ウ
ト
カ
ム
指
標

（
ア
）
労
働
者
の
作
業
行
動
に
起
因
す
る
労

働
災

害
防

止
対

策
の
推
進

・
転
倒
災
害
対
策
（
ハ
ー
ド
・
ソ
フ
ト
両
面
か
ら
の
対
策
）
に
取
り
組
む
事
業
場
の
割
合
を
20
27
年
ま
で
に
50
％
以
上

と
す
る
。

・
卸
売
業
・
小
売
業
／
医
療
・
福
祉
の
事
業
場
に
お
け
る
正
社
員
以
外
へ
の
安
全
衛
生
教
育
の
実
施
率
を
20
27
年
ま
で

に
80
％
以
上
と
す
る
。

・
転
倒
の
死
傷
年
千
人
率
を
20
22
年
と
比
較
し
て
20
27
年
ま
で
に
５
％
以

上
減
少
さ
せ
る
。

・
転
倒
に
よ
る
平
均
休
業
見
込
日
数
を
20
27
年
ま
で
に
30
日
以
下
と
す

る
。

・
卸
売
業
・
小
売
業
／
医
療
・
福
祉
の
事
業
場
に
お
け
る
正
社
員
以
外
へ
の
安
全
衛
生
教
育
の
実
施
率
を
20
27
年
ま
で

に
80
％
以
上
と
す
る
。
（
再
掲
）

・
介
護
・
看
護
作
業
に
お
い
て
、
ノ
ー
リ
フ
ト
ケ
ア
を
導
入
し
て
い
る
事
業
場
の
割
合
を
20
23
年
と
比
較
し
て
20
27
年

ま
で
に
増
加
さ
せ
る
。

・
増
加
が
見
込
ま
れ
る
社
会
福
祉
施
設
に
お
け
る
腰
痛
の
死
傷
年
千
人
率
を

20
22
年
と
比
較
し
て
20
27
年
ま
で
に
減
少
さ
せ
る
。

（
イ
）
高
年
齢
労
働
者
の
労
働
災
害
防
止
対
策
の
推
進

・
「
高
年
齢
労
働
者
の
安
全
と
健
康
確
保
の
た
め
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
に
基
づ
く
高
年
齢
労
働
者
の
安
全
衛
生
確
保
の

取
組
を
実
施
す
る
事
業
場
の
割
合
を
20
27
年
ま
で
に
50
％
以
上
と
す
る
。

・
増
加
が
見
込
ま
れ
る
60
歳
代
以
上
の
死
傷
年
千
人
率
を
20
22
年
と
比
較

し
て
20
27
年
ま
で
に
男
女
と
も
そ
の
増
加
に
歯
止
め
を
か
け
る
。

（
ウ
）
多
様
な
働
き
方
へ
の
対
応
、
外
国
人
労
働
者
等
の
労
働
災
害
防
止
対
策
の
推
進

・
母
国
語
に
翻
訳
さ
れ
た
教
材
、
視
聴
覚
教
材
を
用
い
る
な
ど
外
国
人
労
働
者
に
分
か
り
や
す
い
方
法
で
災
害
防
止
の

教
育
を
行
っ
て
い
る
事
業
場
の
割
合
を
20
27
年
ま
で
に
50
％
以
上
と
す
る
。

・
外
国
人
労
働
者
の
死
傷
年
千
人
率
を
20
22
年
と
比
較
し
て
20
27
年
ま
で

に
５
％
以
上
減
少
さ
せ
る
。

（
エ
）
業
種
別
の
労

働
災

害
防
止

対
策
の
推
進

・
「
陸
上
貨
物
運
送
事
業
に
お
け
る
荷
役
作
業
の
安
全
対
策
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
に
基
づ
く
措
置
を
実
施
す
る
陸
上
貨
物

運
送
業
等
の
事
業
場
（
荷
主
と
な
る
事
業
場
を
含
む
。
）
の
割
合
を
20
27
年
ま
で
に
45
％
以
上
と
す
る
。

・
陸
上
貨
物
運
送
事
業
の
死
傷
者
数
を
20
27
年
ま
で
に
20
22
年
と
比
較
し

て
５
％
以
上
減
少
さ
せ
る
。

・
墜
落
・
転
落
災
害
の
防
止
に
関
す
る
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
に
取
り
組
む
建
設
業
の
事
業
場
の
割
合
を
20
27
年
ま
で

に
85
％
以
上
と
す
る
。

・
建
設
業
の
死
傷
者
数
を
20
27
年
ま
で
に
20
22
年
と
比
較
し
て
5％
以
上

減
少
さ
せ
る
。

・
機
械
に
よ
る
「
は
さ
ま
れ
巻
き
込
ま
れ
」
防
止
対
策
に
取
り
組
む
製
造
業
の
事
業
場
の
割
合
を
20
27
年
ま
で
に
60
％

以
上
と
す
る
。

・
製
造
業
に
お
け
る
機
械
に
よ
る
は
さ
ま
れ
・
巻
き
込
ま
れ
死
傷
災
害
件
数

を
20
27
年
ま
で
に
20
22
年
と
比
較
し
て
５
％
以
上
減
少
さ
せ
る
。

・
転
倒
災
害
対
策
（
ハ
ー
ド
・
ソ
フ
ト
両
面
か
ら
の
対
策
）
に
取
り
組
む
事
業
場
の
割
合
を
20
27
年
ま
で
に
50
％
以
上

と
す
る
。
（
再
掲
）

・
卸
売
業
・
小
売
業
／
医
療
・
福
祉
の
事
業
場
に
お
け
る
正
社
員
以
外
へ
の
安
全
衛
生
教
育
の
実
施
率
を
20
27
年
ま
で

に
80
％
以
上
と
す
る
。
（
再
掲
）

・
介
護
・
看
護
作
業
に
お
い
て
、
ノ
ー
リ
フ
ト
ケ
ア
を
導
入
し
て
い
る
事
業
場
の
割
合
を
20
23
年
と
比
較
し
て
20
27
年

ま
で
に
増
加
さ
せ
る
。
（
再
掲
）

・
小
売
業
に
お
け
る
死
傷
者
数
を
20
22
年
と
比
較
し
て
20
27
年
ま
で
に

５
％
以
上
減
少
さ
せ
る
。

・
社
会
福
祉
施
設
に
お
け
る
死
傷
者
数
を
20
22
年
と
比
較
し
て
20
27
年
ま

で
に
５
％
以
上
減
少
さ
せ
る
。
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石
川
労
働
局
第
1
4
次
労
働
災
害
防
止
計
画

ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
指
標
と
ア
ウ
ト
カ
ム
指
標

ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
指
標

ア
ウ
ト
カ
ム
指
標

（
オ
）
労
働
者
の
健
康
確
保
対
策
の
推
進

・
企
業
に
お
け
る
年
次
有
給
休
暇
の
取
得
率
を
20
25
年
ま
で
に
70
％
以
上
と
す
る
。

・
勤
務
間
イ
ン
タ
ー
バ
ル
制
度
を
導
入
し
て
い
る
企
業
の
割
合
を
20
25
年
ま
で
に
15
％
以
上
と
す
る
。

・
週
労
働
時
間
40
時
間
以
上
で
あ
る
雇
用
者
の
う
ち
、
週
労
働
時
間
60
時

間
以
上
の
雇
用
者
の
割
合
を
20
25
年
ま
で
に
５
％
以
下
と
す
る
。

・
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
対
策
に
取
り
組
む
事
業
者
の
割
合
を
20
27
年
ま
で
に
80
％
以
上
と
す
る

・
50
人
未
満
の
小
規
模
事
業
場
に
お
け
る
ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
実
施
の
割
合
を
20
27
年
ま
で
に
50
％
以
上
と
す
る
。

・
自
分
の
仕
事
や
職
業
生
活
に
関
す
る
こ
と
で
強
い
不
安
、
悩
み
、
ス
ト
レ

ス
が
あ
る
と
す
る
労
働
者
の
割
合
を
20
27
年
ま
で
に
50
％
未
満
と
す
る
。

・
必
要
な
産
業
保
健
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
て
い
る
事
業
場
の
割
合
を
20
27
年
ま
で
に
80
％
以
上
と
す
る

（
指
標
は
立
て
ず
）
労
働
者
の
健
康
障
害
全
般
の
予
防
に
つ
な
が
り
、
健
康

診
断
有
所
見
率
等
が
改
善
す
る
こ
と
を
期
待

（
カ
）
化
学
物
質
等
に
よ
る
健
康
障
害
防
止
対
策
の
推
進

・
労
働
安
全
衛
生
法
第
57
条
及
び
第
57
条
の
２
に
基
づ
く
ラ
ベ
ル
表
示
・
Ｓ
Ｄ
Ｓ
の
交
付
の
義
務
対
象
と
な
っ
て
い
な

い
が
、
危
険
性
有
害
性
が
把
握
さ
れ
て
い
る
化
学
物
質
に
つ
い
て
、
ラ
ベ
ル
表
示
、
Ｓ
Ｄ
Ｓ
の
交
付
を
行
っ
て
い
る
事

業
場
の
割
合
を
20
25
年
ま
で
に
そ
れ
ぞ
れ
80
％
以
上
と
す
る
。

・
労
働
安
全
衛
生
法
第
57
条
の
３
に
基
づ
く
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
の
実
施
の
義
務
対
象
と
な
っ
て
い
な
い
が
、
危
険

性
又
は
有
害
性
が
把
握
さ
れ
て
い
る
化
学
物
質
に
つ
い
て
、
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
を
行
っ
て
い
る
事
業
場
の
割
合
を

20
25
年
ま
で
に
80
％
以
上
と
す
る
と
と
も
に
、
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
結
果
に
基
づ
い
て
、
労
働
者
の
危
険
又
は
健
康

障
害
を
防
止
す
る
た
め
必
要
な
措
置
を
実
施
し
て
い
る
事
業
場
の
割
合
を
20
27
年
ま
で
に
80
％
以
上
と
す
る
。

・
化
学
物
質
の
性
状
に
関
連
の
強
い
死
傷
災
害
（
有
害
物
等
と
の
接
触
、
爆

発
、
火
災
に
よ
る
も
の
）
の
件
数
を
20
18
年
か
ら
20
22
年
ま
で
の
５
年
間

と
比
較
し
て
、
20
23
年
か
ら
20
27
年
ま
で
の
５
年
間
で
、
５
％
以
上
減
少

さ
せ
る
。

・
熱
中
症
災
害
防
止
の
た
め
に
暑
さ
指
数
を
把
握
し
て
い
る
事
業
場
の
割
合
を
20
23
年
と
比
較
し
て
20
27
年
ま
で
に
増

加
さ
せ
る
。

・
増
加
が
見
込
ま
れ
る
熱
中
症
に
よ
る
療
養
者
数
の
増
加
率
※
を
第
13
次
労

働
災
害
防
止
計
画
期
間
と
比
較
し
て
減
少
さ
せ
る
。

※
当
期
計
画
期
間
中
の
総
数
を
前
期
の
同
計
画
期
間
中
の
総
数
で
除
し
た
も
の

上
記
の
ア
ウ
ト
カ
ム
指
標
の
達
成
を
目
指
し
た
場
合
、
死
傷
災
害
全
体
と
し
て
は
、
以
下
の
と
お
り
の
ア
ウ
ト
カ
ム
指
標
の
達
成
を
目
指
す
。

・
死
亡
災
害
に
つ
い
て
は
、
第
13
次
防
期
間
中
（
20
18
年
～
20
22
年
）
と
比
較
し
て
、
石
川
局
第
14
次
防
期
間
中
（
20
23
年
～
20
27
年
）
の
合
計
値
の
１
５
％
以
上
減
少
さ
せ
る
。

・
死
傷
災
害
に
つ
い
て
は
、
第
13
次
防
期
間
中
（
20
18
年
～
20
22
年
）
の
一
番
少
な
い
年
と
比
較
し
て
、
20
27
年
ま
で
に
５
％
以
上
減
少
さ
せ
る
。

※
上
記
の
死
傷
者
数
及
び
死
亡
者
数
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
よ
る
り
患
者
数
を
除
く
。

・
「
チ
ェ
ー
ン
ソ
ー
に
よ
る
伐
木
等
作
業
の
安
全
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
に
基
づ
く
措
置
を
実
施
す
る
林
業
の
事

業
場
の
割
合
を
20
27
年
ま
で
に
50
％
以
上
と
す
る
。

（
指
標
は
立
て
ず
）
石
川
県
内
の
林
業
に
お
け
る
死
傷
災
害
は
発
生
が
少
な

く
(R
5.
12
.で
は
11
人
）
、
指
標
に
よ
る
減
少
値
が
小
さ
く
な
る
た
め
目
標

値
と
し
て
適
さ
な
い
と
考
え
る
た
め
。
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